
○うるま市学童クラブ条例施行規則

平成28年4月1日

規則第28号

(趣旨)

第1条　この規則は、うるま市学童クラブ条例(平成27年うるま市条例第42号。以下「条例」という。)の施行に関

し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の申請)

第2条　条例第13条に規定する申請は、学童クラブ指定管理者指定申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて

行うものとする。

(1)　定款、規約又はこれに準ずるもの

(2)　事業計画書

(3)　収支予算書

(4)　その他うるま市長(以下「市長」という。)が必要と認める書類

(指定管理者の指定通知)

第3条　市長は、条例第13条の2第2項又は第3項の規定に基づき指定管理者を指定した場合、当該指定管理者に対

し、学童クラブ指定管理者指定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(指定管理者の指定取消通知)

第4条　市長は、条例第15条第1項の規定に基づき指定管理者の指定の取消しを命じた場合、当該指定管理者に対

し、指定管理者指定取消通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(協定で定める事項)

第5条　条例第14条の規定による協定で定める事項は、次のとおりとする。

(1)　学童クラブの管理及び運営業務に関する事項

(2)　指定期間に関する事項

(3)　学童クラブの維持管理及び運営費に関する事項

(4)　事業報告書の作成及び提出に関する事項

(5)　指定の取消し及び管理業務の全部又は一部の取消しに関する事項

(6)　その他学童クラブ施設の状況に応じて市長が定める事項

(開所時間及び休所日の変更申請)

第6条　指定管理者は、開所時間及び休所日の変更があるときは、開所時間・休所日変更等承認申請書(様式第4号)

を市長に提出しなければならない。

(入所の申請)

第7条　条例第7条第1項の規定に基づき学童クラブに入所しようとする児童の保護者(以下「保護者」という。)

は、学童クラブ入所申請書(様式第5号)により指定管理者に申請し、その承認を得なければならない。

(入所の承認通知等)

第8条　指定管理者は、前条の申請があったときは、速やかに内容を審査し、学童クラブ入所(承認・不承認)通知

書(様式第6号)により保護者へ通知するものとする。

(利用の申請)

第9条　条例第17条の規定に基づき学童クラブを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、学童クラブ利

用許可申請書(様式第7号)により指定管理者に申請しなければならない。

(利用の許可通知等)

第10条　指定管理者は、前条の申請があったときは、速やかに内容を審査し、学童クラブの利用を許可するときに

は、条件を付した上で学童クラブ利用許可証(様式第8号)を申請者に交付し、許可しないときは、学童クラブ利

用不許可通知書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。

(利用の許可の取下げ等)

第11条　前条の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、利用開始前に学童クラブを利用しないこととなった

ときは、学童クラブ利用取下げ申請書(様式第10号)を指定管理者に提出しなければならない。

2　指定管理者は、条例第23条第1項の規定により利用を取り消し、又は制限し、若しくは停止したときは、学童ク

ラブ利用取消・制限・停止通知書(様式第11号)により利用者に通知するものとする。ただし、緊急の場合は、こ

の限りでない。

(保育料及び利用料金)

第12条　条例第8条第1項に規定する保育料は、毎月5日までに支払わなければならない。

2　条例第24条第1項に規定する利用料金は、許可を受けた際に支払わなければならない。

3　前2項の規定にかかわらず、指定管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(保育料等の減免)

第13条　条例第9条の規定により、保育料等を減額し、又は免除することができる場合は、次のとおりとする。

(1)　入所児童の世帯が一人親世帯である場合

(2)　入所児童の世帯が生活困窮世帯であると指定管理者が判断した場合



(3)　その他指定管理者が必要と認めた場合

2　前項の減免の割合については、指定管理者が運営状況等を考慮し、うるま市と協議するものとする。

3　第1項の規定により減額又は免除を受けようとする者は、学童クラブ保育料等減免申請書(様式第12号)を指定管

理者に提出し、その承認を得なければならない。

(利用料金の減免)

第14条　条例第24条第4項の規定により、学童クラブの利用料金を減額し、又は免除することができる場合は、次

のとおりとする。

(1)　児童会等の児童団体又は児童の健全育成を目的とする団体が利用する場合　全額免除

(2)　伝統芸能、地域活動及び文化活動を行う団体が利用する場合　減額又は全額免除

(3)　国、地方公共団体等が利用する場合　減額又は全額免除

(4)　その他指定管理者が特に必要と認めた場合　減額又は全額免除

2　前項の規定により減額又は免除を受けようとする者は、第9条の申請時に学童クラブ利用料金減額・免除申請書

(様式第13号)を指定管理者に提出し、その承認を得なければならない。

(保育料等又は利用料金の還付)

第15条　条例第10条ただし書の規定により、保育料等を還付することができる特別の理由及びその額は、次のとお

りとする。

(1)　翌月以降の保育料等を支払ったにもかかわらず、当該月で退所する場合　翌月以降の支払った保育料等の

全額

(2)　その他指定管理者が特に必要と認める場合　支払済の保育料等の一部又は全額

2　条例第24条第4項の規定により、利用料金を還付することができる特別の理由及びその額は、次のとおりとす

る。

(1)　天災その他利用者の責めに帰すことができない事情により、利用できなかった場合　全額

(2)　利用開始3日前までに利用の取下げ又は取消しがあった場合　支払済の利用料金の5割

(3)　その他指定管理者が特に必要と認める場合　支払済の利用料金の5割又は全額

3　前2項の規定により保育料等又は利用料金の還付を受けようとする者は、学童クラブ保育料等・利用料金還付申

請書(様式第14号)を指定管理者に提出しなければならない。

4　指定管理者は、前項の規定により還付の申請があったときは、これを決定し、学童クラブ保育料等・利用料金

還付決定通知書(様式第15号)により保護者又は利用者へ通知するものとする。

(利用許可の変更申請等)

第16条　利用者が利用許可を受けた事項を変更しようとするときは、学童クラブ利用変更申請書(様式第16号)を指

定管理者に提出しなければならない。

2　指定管理者は、前項の変更申請があったときは、学童クラブ利用変更(許可・不許可)通知書(様式第17号)によ

り利用者に通知するものとする。

(施設等の汚損等届の提出)

第17条　指定管理者又は利用者は、学童クラブの建物、設備、備品その他物件を汚損、損傷又は滅失したときは、

条例第27条の規定により直ちに学童クラブ施設等汚損・損傷・滅失届出書(様式第18号)を利用者は指定管理者

に、指定管理者は市長に届け出なければならない。

(施設等の原状回復措置)

第18条　利用者は、条例第25条の規定により原状回復の措置をとったときは、学童クラブ施設等原状回復措置確認

届出書(様式第19号)により指定管理者に届け出を行い、その確認を受けなければならない。

2　指定管理者は、条例第26条の規定により原状回復の措置をとったときは、学童クラブ施設等原状回復措置確認

届出書により市長に届け出を行い、その確認を受けなければならない。

(事業報告書の提出)

第19条　条例第28条に規定する書面は、事業報告書(様式第20号)によるものとする。

(禁止行為)

第20条　学童クラブを利用する者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1)　物品の販売、勧誘その他の商行為を行うこと。

(2)　施設、設備等を汚損し、又は損傷すること。

(3)　その他管理上必要な指示に反すること。

(補則)

第21条　この規則に定めるもののほか、学童クラブの運営等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附　則

この規則は、公布の日から施行する。

附　則(平成29年9月25日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。
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